
HAMAMATSU CITY

 目的
第１条　この条例は、中小企業の振興に関し、基本理念を定めるとともに、市

の責務等を明らかにすることにより、中小企業の振興に関する施策を
総合的に推進し、もって本市経済の持続的な発展及び市民生活の向
上を図ることを目的とする。

 定義
第２条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該

各号に定めるところによる。
（1）中小企業者　中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条

第１項に規定する中小企業者であって、市内に事務所又は事業
所を有するものをいう。

（2）中小企業支援機関　商工会議所、商工会、中小企業団体中央
会その他中小企業者の経営に関する支援を行う団体であって、
市内に事務所を有するものをいう。

（3）金融機関　銀行、信用金庫、信用協同組合その他の銀行業（こ
れに類する事業を含む。）を行う者及び信用保証協会であって、
市内に事務所を有するものをいう。

（4）大企業者　中小企業者以外の事業者であって、市内に事務所又
は事業所を有するものをいう。

（5）大学等研究機関　学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に
規定する大学及び高等専門学校並びに中小企業の振興に寄与す
る研究を行う団体であって、市内においてこれを行うものをいう。

（6）市民　市内に居住し、通勤し、又は通学している者及び市内に土
地又は建物を所有する者をいう。

（7）小規模企業者　中小企業基本法第２条第５項に規定する小規模
企業者であって、市内に事務所又は事業所を有するものをいう。

 基本理念
第３条　中小企業の振興は、次に掲げる基本理念にのっとり推進されなけれ

ばならない。
（1）中小企業者の経営の改善及び向上に関する自主的な努力を促

進すること。
（2）中小企業者が経営の改善及び向上を図るための事業活動を行

うことを通じて、新たな産業を創出し、就業の機会を増大させ、市場
における競争を促進し、地域経済の活性化を促進する等中小企
業者が地域社会において果たす役割の重要性を認識すること。

（3）市、国、県、中小企業者、中小企業支援機関、金融機関、大企業
者及び大学等研究機関が相互に連携し、市民の協力を得て推進
すること。

 市の責務
第４条　市は、中小企業者の実態を把握するとともに、中小企業の振興に関す

る施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
２　市は、中小企業の振興に関する施策を実施するため、必要な予
算上の措置を講じるよう努めるものとする。

 中小企業者の努力
第５条　中小企業者は、自主的な経営の改善及び向上に努めるものとする。

２　中小企業者は、市が実施する中小企業の振興に関する施策（以下
「中小企業振興施策」という。）に協力するよう努めるものとする。

３　中小企業者は、後継者の育成、技術の継承等により円滑な事業
の承継を図るよう努めるものとする。

４　中小企業者は、労働条件、安全衛生その他の労働環境の整備及
び福利厚生の充実に努めるものとする。

 中小企業支援機関の役割
第６条　中小企業支援機関は、中小企業の振興に関する施策の実施における

中心的な役割を果たすべき存在であるという認識の下、中小企業振
興施策に協力するよう努めるものとする。

 金融機関の役割
第７条　金融機関は、中小企業者の資金調達の円滑化に係る支援その他の

経営の改善及び向上に関する支援を行うとともに、中小企業振興施
策に協力するよう努めるものとする。

 大企業者の役割
第８条　大企業者は、その事業活動が地域における経済活動に大きな影響力

を有することを認識するとともに、中小企業者が地域社会において果
たす役割の重要性を理解し、中小企業振興施策に協力するよう努め
るものとする。

 大学等研究機関の役割
第９条　大学等研究機関は、中小企業者との共同研究、中小企業者の技術の

革新及び向上を図るための支援並びに中小企業の振興に資する人
材の育成又はその支援を行うとともに、中小企業振興施策に協力す
るよう努めるものとする。

 市民の理解及び協力
第１０条 市民は、中小企業者が地域社会において果たす役割の重要性を理解

し、中小企業振興施策及び中小企業の振興に関して中小企業支援
機関が実施する事業に協力するよう努めるものとする。

 施策の基本方針
第１１条　市は、中小企業の振興に関する施策の策定及び実施に当たっては、

第３条に定める基本理念にのっとり、次に掲げる事項を基本とするも
のとする。
（1）中小企業者の経営基盤の強化及び健全な発展を促進すること。
（2）中小企業者による新たな産業の創出を促進すること。
（3）中小企業者の取引の拡大を促進すること。
（4）中小企業者に必要な労働力の確保を図ること。
（5）中小企業者の安定した事業の継続を促進すること。
（6）創業を促進すること。
（7）中小企業の振興に関する調査及び情報の収集、提供等に努める

こと。
（8）前各号に掲げるもののほか、中小企業の振興を推進すること。

 
組合等に係る制度の活用
第１２条　市は、経営資源の不足により単独で新たな取組みを行うことが困難な

中小企業者に対し、中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１
号）第３条に規定する組合、中小企業団体の組織に関する法律（昭和
３２年法律第１８５号）第３条に規定する中小企業団体その他の中小
企業の振興に寄与する団体の活用を促すものとする。

 事業の承継の支援
第１３条　市は、後継者の育成、技術の継承等の中小企業者の円滑な事業の承

継のための取組みを支援するものとする。

 災害等における事業の継続等の支援
第１４条　市は、災害等の発生により事業の継続が困難となる中小企業者の事

業の継続又は承継のための取組みを支援するものとする。

 受注機会の増大
第１５条　市は、工事の発注、物品及び役務の調達等に当たっては、予算の適正

な使用に留意しつつ、中小企業者の受注の機会の増大に努めるもの
とする。

 意見の聴取
第１６条　市は、中小企業の振興に関する施策の実施に当たっては、その施策を

効果的に推進するため、必要に応じて中小企業支援機関の意見を聴
くものとする。

 小規模企業者の特性に応じた支援
第１７条　市は、小規模企業者がその特性に応じた持続的な発展を図るため、

必要な施策を講じるものとする。

附　則
この条例は、平成３１年４月１日から施行する。
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なぜ条例が必要なの？

　本市の事業所の多数を占める中小企業は、本市事業所数の
9割以上を占め、特に「ものづくりのまち浜松」では、大規模な
サプライチェーンを形成することで大きな経済効果を生み、
地域社会を支えてきましたが、近年経営者の高齢化、労働力
確保、技術の高度化、大規模自然災害など中小企業者の自主
努力だけでは解決できない課題が増えております。
　こうしたことから、中小企業者が経済活動や雇用、地域社会
において重要な役割を担っていることを再確認し、条例で市
の責務や施策の方針を示すとともに、中小企業自身の主体的
な取組みや市民を含めた関係機関等の役割を示すことで、
オール浜松で中小企業の振興に取組み、本市経済の特続的
な発展と市民生活の向上につなげることを目的に本条例を定
めることとしました。

～時代の変化に対応するために～

第11条 施策の基本方針
第12条 組合等に係る制度の活用
第13条 事業の承継の支援
第14条 災害等における事業の継続等の支援
第15条 受注機会の増大
第16条 意見の聴取
第17条 小規模企業者の特性に応じた支援

第 4 条 市の責務
第 5 条 中小企業者の努力
第 6 条 中小企業支援機関の役割
第 7 条 金融機関の役割
第 8 条 大企業者の役割
第 9 条 大学等研究機関の役割
第10条 市民の理解及び協力

責務・役割
主体的に取組むことで

第 1 条 目的
第 2 条 定義
第 3 条 基本理念

発展・向上
次世代のために

少子高齢化設備老朽化労働環境災害対応後継者難労働力確保AI・IoT化

なぜ制定することになったのか？

事業所数
※平成26年度経済センサス基礎調査

オール
浜松で

98.9％約

36,668社 / 37,073社
（内405が100人以上）

課題解決
課題解決のために


